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別表の以下は略。 別表の以下は略。



新 旧

※１ 申請時点で、対象サービスの指定を受けており、廃止又は休止していないこ

と。

※２ 医療機関が介護サービスを行っている場合、県医療政策課が給付する医療

機関等への支援金の支給を受ける施設等については、支給対象外とする（重

複しての給付は不可）。

※３ 障害者支援施設（施設入所支援）で行う日中活動系サービス（生活介護、

就労移行支援等）については、通所系事業所としては支給対象外とする。

※４ 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護については、４サービスのう

ち、複数のサービスを実施している場合でも、1 つの事業所として支給する。

※５ 介護保険法の指定も受けている障害福祉サービス事業所については、介護

サービス施設等又は障害福祉サービス施設等のいずれかの種別の支援金を

支給する（重複しての給付は不可）。

※６ 計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援については、３サービスのう

ち、複数のサービスを実施している場合でも、1 つの事業所として支給する。

※７ 多機能型事業所（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児

童発達支援、 放課後等デイサービスのうち、２つ以上のサービスを一体的に行う

こと）については、1 つの事業所として支給する。

※１ 申請時点で、対象サービスの指定を受けており、廃止又は休止していないこ

と。

※２ 医療機関が介護サービスを行っている場合、県医療政策課が給付する医療

機関等への支援金の支給を受ける者については、支給対象外とする（重複し

ての給付は不可）。

※３ 障害者支援施設（施設入所支援）で行う日中活動系サービス（生活介護、就

労移行支援等）については、通所系事業所としては支給対象外とする。

※４ 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護については、４サービスのう

ち、複数のサービスを実施している場合でも、1 つの事業所として支給する。

※５ 介護保険法の指定も受けている障害福祉サービス事業所について、県長寿

社会課が給付する介護福祉サービス施設への支援金の支給を受ける者につ

いては、支給対象外とする（重複しての給付は不可）。

※６ 計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援については、３サービスのう

ち、複数のサービスを実施している場合でも、1 つの事業所として支給する。

※７ 多機能型事業所（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童

発達支援、 放課後等デイサービスのうち、２つ以上のサービスを一体的に行うこ

と）については、1 つの事業所として支給する。


